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１）うち参与員の関与した既済件数 90,674 件 

２）中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律８条１項の事件の数値は，平成 21 年 3 月から 12 月までのものである。 

 

家事審判事件の受理，既済，未済 第３表 

 667 164  45 848  621 316 

 643 051  39 052  603 999 

（甲１）  26 254  3 106  23 148 

（甲２）  8 109  1 402  6 707 

（甲２の２）  3 505   417  3 088 

（甲３）  10 403   899  9 504 

（甲４）  4 556  1 888  2 668 

（甲５）   4 -   4 

（甲６）  183 790   991  182 799 

（甲７）  1 781   467  1 314 

（甲７の２）   10   2   8 

（甲８）  2 585   170  2 415 

（甲８の２）   607   189   418 

う ち 離 縁 に 関 す る 処 分   2   1   1 

（甲９） - - - 

（甲10）  12 894   838  12 056 

（甲11）   2 -   2 

（甲12）   159   49   110 

（甲13）   39   9   30 

（甲14）  7 253   925  6 328 

う ち 未 成 年 後 見 人 の 選 任  3 177   560  2 617 

う ち 成 年 後 見 人 の 選 任  2 518   275  2 243 

う ち 保 佐 人 の 選 任   250   43   207 

う ち 補 助 人 の 選 任   86   9   77 

う ち 未 成 年 後 見 監 督 人 の 選 任   98   5   93 

う ち 成 年 後 見 監 督 人 の 選 任  1 025   29   996 

う ち 保 佐 監 督 人 の 選 任   75   4   71 

う ち 補 助 監 督 人 の 選 任   24 -   24 

（甲15）  2 288   230  2 058 

（甲16）   566   123   443 

う ち 職 権 に よ る も の   212   45   167 

（甲17）   112   3   109 

（甲18）   474   6   468 

（甲19）  3 911   140  3 771 

（甲20）  21 801  1 024  20 777 

（甲21）  68 581  11 861  56 720 

う ち 職 権 に よ る も の  67 555  11 579  55 976 

（甲22）   36   2   34 

（甲22の2）   147   13   134 

（甲23）   6 -   6 

（甲24）  5 934   276  5 658 

（甲25）   89   9   80 

（甲25の２）   101   14   87 

（甲26）  1 068   90   978 

（甲27）   53   7   46 

（甲29）  164 910  8 491  156 419 

（甲30）   2   1   1 

総
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頭

・
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新総

数

旧

受

総　　　　　　　　　  　     　　　　　　　　　　　数  609 194  2 609 

甲      類      審      判      事      件      総      数　  600 049  2 589 

後 見 開 始 の 審 判 及 び そ の 取 消 し  23 091 - 

保 佐 開 始 の 審 判 ・ 取 消 し な ど  6 694 - 

補 助 開 始 の 審 判 ・ 取 消 し な ど  3 085 - 

不 在 者 の 財 産 の 管 理 に 関 す る 処 分  8 953 - 

失 踪 の 宣 告 及 び そ の 取 消 し  2 643 - 

特 別 代 理 人 の 選 任 （ 嫡 出 否 認 ）   4 - 

子 の 氏 の 変 更 に つ い て の 許 可  180 289  2 500 

- 

養 子 を す る に つ い て の 許 可  1 312 - 

離 縁 後 の 未 成 年 後 見 人 の 選 任   8 - 

- - 

子 の 懲 戒 に 関 す る 許 可 そ の 他 の 処 分 - - 

離 縁 を す る に つ い て の 許 可  2 411 - 

特 別 養 子 縁 組 の 成 立 及 び そ の 離 縁 に 関 す る 処 分   417 

特 別 代 理 人 の 選 任 （ 利 益 相 反 行 為 ）  12 036   5 

第 三 者 が 子 に 与 え た 財 産 の 管 理 者 選 任 等   2 - 

親 権 ・ 管 理 権 の 喪 失 の 宣 告 ・ 取 消 し   106 - 

親 権 ・ 管 理 権 の 辞 任 ・ 回 復   30 - 

- - 

- - 

後 見 人 等 の 選 任  6 142   3 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

後 見 人 等 の 解 任   437 - 

- - 

- - 

後 見 人 等 の 辞 任  2 036   3 

  2 

後 見 人 の 財 産 目 録 の 作 成 の 期 間 の 伸 長   109 - 

後 見 人 等 の 権 限 行 使 に つ い て の 定 め 及 び そ の 取 消 し   452 - 

後 見 等 監 督 処 分  56 679 - 

- - 

居 住 用 不 動 産 の 処 分 に つ い て の 許 可  3 771 - 

後 見 人 等 に 対 す る 報 酬 の 付 与  20 768 

後 見 終 了 に 伴 う 管 理 計 算 の 期 間 の 伸 長   34 - 

臨 時 保 佐 人 等 の 選 任 （ 利 益 相 反 行 為 ）   133   1 

推 定 相 続 人 廃 除 等 に 伴 う 遺 産 の 管 理 に 関 す る 処 分   6 - 

相 続 の 承 認 又 は 放 棄 の 期 間 の 伸 長  5 647 - 

鑑 定 人 の 選 任   46 - 

相 続 財 産 の 保 存 又 は 管 理 に 関 す る 処 分   80 - 

相 続 の 限 定 承 認 又 は 放 棄 の 取 消 し   87 - 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理

相 続 の 放 棄 の 申 述 の 受 理  156 150   38 

相 続 財 産 の 分 離 に 関 す る 処 分   1 - 

相 続 の 限 定 承 認 の 申 述 受 理   978 - 
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手続別事件別件数―全家庭裁判所 

 1 531  621 800  595 978  4 011  16 045  5 766  45 364 

 1 361  604 546  585 941  2 264  13 484  2 857  38 505 

  57  23 460  21 573   37  1 598   252  2 794 

  13  6 696  5 356   50  1 216   74  1 413 

  3  3 053  2 668   13   354   18   452 

  551  9 274  7 769   31   765   709  1 129 

  25  2 772  2 234   18   488   32  1 784 

-   4   4 - - - - 

  10  182 602  182 244   63   275   20  1 188 

  2  1 393   964   32   390   7   388 

-   10   7 -   3 - - 

  4  2 459  2 342   12   95   10   126 

  1   414   327   19   66   2   193 

-   2   1   1 - - - 

- - - - - - - 

  15  12 132  11 711   16   378   27   762 

-   2   2 - - - - 

  4   111   21   11   74   5   48 

-   32   23   1   8 -   7 

  183  6 396  5 831   44   449   72   857 

-  2 735  2 381   17   315   22   442 

-  2 221  2 091   16   87   27   297 

-   219   192   2   17   8   31 

-   75   60   1   11   3   11 

-   91   88 -   2   1   7 

-   965   935   7   14   9   60 

-   68   65   1   2 -   7 

-   22   19 -   1   2   2 

  19  2 043  1 899   7   92   45   245 

  6   448   276   63   73   36   118 

-   172   147 -   6   19   40 

-   111   108 -   3 -   1 

  16   463   457 - -   6   11 

-  3 727  3 524   11   185   7   184 

  7  20 419  20 318   6   71   24  1 382 

  41  58 148  57 631   1   295   221  10 433 

-  57 409  56 900 -   293   216  10 146 

-   36   35 -   1 - - 

-   133   118   1   14 -   14 

-   6   5   1 - - - 

  11  5 651  5 180   34   265   172   283 

-   84   72 -   12 -   5 

-   86   44   11   31 -   15 

-   991   953   5   30   3   77 

-   48   47 -   1 -   5 

  231  155 755  152 314   688  2 289   464  9 155 

-   2   1 -   1 - - 

- 
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他
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- 
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家事審判事件の受理，既済，未済 第３表 

（甲31） - - - 

（甲32）  13 890  1 007  12 883 

（甲32の２）  1 462   510   952 

（甲33）   127   23   104 

（甲34）  15 107  1 144  13 963 

（甲35）  2 168   125  2 043 

（甲36）   230   12   218 

（甲37）   193   26   167 

（甲38）   9   4   5 

（甲39）  1 141   85  1 056 

 1 680   210  1 470 

う ち 任 意 後 見 監 督 人 の 選 任   653   100   553 

う ち 任 意 後 見 監 督 処 分   391   67   324 

う ち 任 意 後 見 監 督 人 の 辞 任   15   1   14 

う ち 任 意 後 見 人 等 の 解 任   16   7   9 

う ち 任 意 後 見 監 督 人 に 対 す る 報 酬 の 付 与   593   32   561 

 16 056   761  15 295 

 7 839   507  7 332 

  315   137   178 

 1 310   213  1 097 

  28   3   25 

- - - 

  505   39   466 

  265   63   202 

  119   27   92 

- - - 

 48 566   514  48 052 

- - - 

  4 -   4 

2)   7 -   7 

 24 113  6 796  17 317 

（乙１）   48   16   32 

（乙２） - - - 

（乙３）  3 044   653  2 391 

（乙４）  8 029  2 072  5 957 

う ち 監 護 者 の 指 定  1 571   483  1 088 

う ち 養 育 費 請 求  3 527   616  2 911 

う ち 面 接 交 渉  1 642   592  1 050 

う ち 子 の 引 渡 し  1 265   379   886 

（乙５）   620   246   374 

（乙６）   162   52   110 

（乙６の２）   9   3   6 

（乙７）  3 068   687  2 381 

（乙８）  1 441   114  1 327 

（乙９）   257   102   155 

（乙９の２）  1 430   756   674 

（乙10）  3 959  1 886  2 073 

 2 046   209  1 837 

- - - 

- - - 
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  952 - 

遺 言 の 確 認   103 - 

- - 

 12 840 - 

遺 言 書 の 検 認  13 923   7 

遺 言 執 行 者 の 選 任  2 038   1 

遺 言 執 行 者 に 対 す る 報 酬 の 付 与   215 - 

遺 言 執 行 者 の 解 任 及 び 辞 任   165 - 

 1 455 - 

- - 

遺 言 の 取 消 し   5 - 

遺 留 分 の 放 棄 に つ い て の 許 可  1 055 - 

- - 

- - 

- - 

- - 

  176 - 

 1 090 - 戸 籍 の 訂 正 に つ い て の 許 可

 15 275   11 

 7 319   6 

  202 - 

  25 - 

- - 

- - 

  92 - 

- - 

  4 - 

  7 - 

破 産 法 238 条 の 事 件

中 小 企 業 に お け る 経 営 の 承 継 の 円 滑 化 に 関 す る 法 律 ８ 条 １ 項 の 事 件

  11 

 9 145   20 

  15 - 

乙       類       審       判       事       件       総       数

夫 婦 の 同 居 ・ 協 力 扶 助

子 の 監 護 者 の 指 定 そ の 他 の 処 分  2 636   3 

- - 

夫 婦 の 財 産 管 理 者 変 更 ・ 共 有 財 産 の 分 割 - - 

婚 姻 費 用 の 分 担   516 

- - 

財 産 の 分 与 に 関 す る 処 分   149 - 

- - 

- - 

祭 祀 の 承 継 者 の 指 定   60 - 

離 縁 後 の 親 権 者 の 指 定   6 - 

親 権 者 の 指 定 又 は 変 更  1 700   1 

扶 養 に 関 す る 処 分  1 209   1 

推 定 相 続 人 の 廃 除 及 び そ の 取 消 し   132 - 

寄 与 分 を 定 め る 処 分   454   2 

生 活 保 護 法 77 条 ２ 項 の 事 件

破 産 法 61 条 の 事 件

遺 産 の 分 割 に 関 す る 処 分   641   2 

 1 627 - 請 求 す べ き 按 分 割 合 に 関 す る 処 分

- - 

- - 

破 産 法 61 条 の 事 件

相 続 財 産 管 理 に 関 す る 処 分 （ 財 産 分 離 ）

相 続 財 産 管 理 人 選 任 等 （ 相 続 人 不 分 明 ）

特 別 縁 故 者 へ の 相 続 財 産 の 分 与

任 意 後 見 契 約 に 関 す る 法 律 関 係

戸 籍 法 に よ る 氏 の 変 更 に つ い て の 許 可

戸 籍 法 に よ る 名 の 変 更 に つ い て の 許 可

就 籍 に つ い て の 許 可

戸 籍 事 件 に つ い て の 処 分 に 対 す る 不 服

戸 籍 届 出 の 委 託 確 認

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理

性 同 一 性 障 害 者 の 性 別 の 取 扱 い の 特 例 に 関 す る 法 律 3 条 1 項 の 事 件

児 童 福 祉 法 28 条 １ 項 の 事 件

児 童 福 祉 法 28 条 ２ 項 の 事 件

生 活 保 護 法 30 条 ３ 項 の 事 件

精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 20 条 ２ 項 の 事 件  48 007   12 

  464 - 
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手続別事件別件数―全家庭裁判所(続き) 

- - - - - - - 

  43  12 876  11 931   6   463   476  1 014 

-   913   767   58   87   1   549 

  1   106   82   11   12   1   21 

  33  13 906  13 714   3   145   44  1 201 

  4  2 046  1 953   8   83   2   122 

  3   213   203   2   3   5   17 

  2   151   87   26   35   3   42 

-   4 -   1   3 -   5 

  1  1 053   988   12   46   7   88 

  15  1 477  1 345   12   102   18   203 

-   559   447   7   93   12   94 

-   338   336 - -   2   53 

-   13   8   1   4 -   2 

-   10   3   4   1   2   6 

-   551   549 -   1   1   42 

  9  15 322  13 974   370   958   20   734 

  7  7 369  5 485   478  1 389   17   470 

  2   178   114   13   49   2   137 

  7  1 115   919   48   136   12   195 

-   27   8   15   4 -   1 

- - - - - - - 

  2   463   448   3   10   2   42 

-   207   174   4   29 -   58 

-   97   87   2   8 -   22 

- - - - - - - 

  33  48 053  47 595   17   400   41   513 

- - - - - - - 

-   4   4 - - - - 

-   5   5 - - -   2 

  170  17 254  10 037  1 747  2 561  2 909  6 859 

-   35   2   16   13   4   13 

- - - - - - - 

  13  2 439  1 616   111   311   401   605 

  75  5 847  2 690   895  1 203  1 059  2 182 

-  1 105   290   199   414   202   466 

-  2 790  1 786   285   246   473   737 

-  1 068   421   221   191   235   574 

-   877   192   190   349   146   388 

  3   335   115   47   72   101   285 

  1   91   64   7   12   8   71 

-   8   5 -   3 -   1 

  18  2 423  1 524   291   347   261   645 

-  1 331  1 188   43   66   34   110 

  6   164   32   68   48   16   93 

  7   678   136   209   147   186   752 

  36  2 163  1 116   51   291   705  1 796 

  11  1 740  1 549   9   48   134   306 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- 

- 

- 

- 

- 

取

下

げ

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 3 243 

- 

- 

 1 851 

 7 982 

  17 

  49 

- 

- 

  222 

- 

- 

- 

- 

- 

 1 394 

  199 

  17 

  211 

  662 

  117 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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